
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者死亡 

発生日時 不明（平成２２年１１月８日（月） ０１時１５分ごろ～２０分ごろの

間） 

発生場所 不明（島根県浜田市浜田漁港の浜田漁港馬島防波堤東灯台の北西方２５０

ｍ付近～同灯台の南方２００ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２２年１１月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

釣り船 大歳
おおとし

丸 ４.５２トン 

 ２７２－６７３１島根 個人所有 

 １０.１９ｍ（Lr）×２.２３ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２９.４２kＷ、昭和５３年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日  平成４年５月１４日 

  免許証交付日  平成１９年５月１３日 

          （平成２４年５月１３日まで有効） 

同乗者Ｄ 男性 ６３歳 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ｄ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人（以下「同乗者Ａ」、「同乗

者Ｂ」、「同乗者Ｃ」及び「同乗者Ｄ」という。）を乗せ、浜田市馬島の北

西方１海里（Ｍ）付近の釣場でいか釣りを行い、平成２２年１１月８日０

１時００分ごろ浜田漁港への帰途についた。 

 船長は、舵柄の操作による操舵を同乗者Ｃに行わせ、同乗者Ａ及び同乗

者Ｂとともに前部甲板に立ち、馬島北東岸沖に北東方向へ築造された馬島

防波堤東端の浜田漁港馬島防波堤東灯台（以下「防波堤東灯台」とい

う。）などの船首目標を同乗者Ｃに指示しながら、防波堤東灯台付近に向

けて約５ノットの速力で南東進した。 

同乗者Ｄは、船尾付近の左右両舷ブルワーク上端に渡された幅約２３cm

の板（以下「渡し板」という。）の右舷側で前方を向いて腰を掛け、高さ

約３４cm のクーラーボックスの上に足を置いていた。また、同乗者Ｄは、

時々操舵中の同乗者Ｃに声を掛けていた。 

 船長は、０１時１５分ごろ、防波堤東灯台の北西方２５０ｍ付近で、操

舵を交代するため、船首から右舷側の通路を後方に移動した頃、右舷船尾
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付近にいた同乗者Ｄが同乗者Ｃに声を掛けた。 

船長は、馬島防波堤が近くなった頃、同乗者Ｃと操舵を交代して減速

し、防波堤東灯台が右横約１００ｍとなったとき、右転して浜田漁港の入

口の緑灯を左舷船首方に見ながら南進した。 

船長は、０１時２０分ごろ、防波堤東灯台の南方２００ｍ付近で周囲を

見渡したとき、右舷船尾付近にいた同乗者Ｄが見当たらないことに気付

き、直ちにクラッチを中立として周囲の海面を見回したが、同乗者Ｄを発

見できず、１１８番通報した。 

 海上保安部では、巡視船艇などにより捜索を行ったが、同乗者Ｄを発見

することができず、事故発生から５日後の１３日１０時３５分ごろ、大田

市和江漁港沖で漁船により同乗者Ｄが発見され、のち溺死と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約５～７m/s、視界 良好 

海象：気温 約１７.３℃、水温 約２０～２１℃、波高 約１～１.５ｍ、

潮汐 ほぼ高潮時、海流及び潮流 微弱な北東流 

 その他の事項  同乗者Ｃは、船長と操舵を交代したのち、船長の左側で前方の見張りを

していて後方を見ていなかった。 

 同乗者Ｄが落水した状況は、誰も見ていなかった。 

 同乗者Ｄは、釣り用の上下服を着て長靴を履いていたが、救命胴衣を着

用していなかった。 

本船には、最大搭載人員分の救命胴衣が備え付けられていたが、本事故

時、同乗者Ｃは持参した救命胴衣を着用していたものの、他の４人は着用

していなかった。 

本船には、集魚灯が備えられていたが、船長は、同乗者Ｄが見当たらな

いことに気付いたときに、同灯を点灯することを思い付かなかった。 

船長は、本船を平成２２年５月に購入し、多いときは月に１０回くら

い、本事故時の釣り場などにいか釣りに行っていた。 

 本船は、ＧＰＳを装備していたが、コンパスはなかった。 

船長は、ＧＰＳの使い方に慣れていなかったので、夜間は灯台や陸上の

灯火を操舵目標としていた。 

本船のＧＰＳプロッターの画面には、馬島北西方１Ｍ付近に釣場マーク

が表示されており、これまでにいか釣りに行ったときと本事故時の航跡が

記録されていたが、本事故時の航跡を判別することができなかった。 

 本船には、トイレの設備はなかった。 

 本船の前部及び後部甲板には、甲板上高さ約１.８ｍのところに天幕が

張られ、それぞれ１００Ｗの電球が点灯されていた。 

 本船の右舷ブルワークの船尾付近には、渡し板の後端から後方約２０㎝

のところに、直径３０mmの天幕用鉄柱が設置されていた。 

本船は、南西風を受けながら南東進中にしぶきが上がっていなかった

が、馬島防波堤付近に達した頃、波高が約１.０～１.５ｍとなって横揺れ

した。 

分析 

 

 

 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 同乗者Ｄの死因は、溺死であった。 
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 本船は、馬島北西方１Ｍ付近の釣り場から浜田

漁港へ帰航中、船長が、平成２２年１１月８日０

１時１５分ごろ、操舵を交代するため後方に移動

した頃、右舷船尾付近にいた同乗者Ｄが同乗者Ｃ

に声を掛けた。その後、船長が、０１時２０分ご

ろ、同乗者Ｄが見当たらないことに気付いたこと

から、この間において、同乗者Ｄが落水したもの

と考えられるが、同乗者Ｄが落水するのを見た乗

船者はおらず、その状況を明らかにすることはで

きなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が馬島北西方１Ｍ付近の釣り場から浜田漁港へ帰

航中、同乗者Ｄが落水したことにより発生したものと考えられる。 

 




